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１７ 避難の誘導の仕方 

１８ 教職員の役割分担 

１９ 警察への通報や救急車要請の仕方 
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２０ 事故現場での対応 

２１ 事故発生時の教職員の役割分担・事後処理 

２２ 救急車要請の仕方 

熱中症 
２３ 熱中症に対する教職員の対応 

２４ 熱中症の未然防止のための運動に関する指針 

食物アレルギー 

２５ 食物アレルギについての一般的事項 

２７ アナフィラキシーとアナフィラキシーショック 

２９ エピペンの使い方 

３０ 食物アナフィラキシー発生時の対応の手順 

その他 
３１ 感染性胃腸炎様症状の集団発生時の対策 

３２ インフルエンザの対応 

心肺蘇生法 
３３ 心肺蘇生法の手順 
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（１）日常的な学校防災活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校防災委員会の設置 

○危機管理マニュアルの策定 

○防災教育・防災訓練の計画、実施 

○日常的な施設点検等の実施 

○区教育委員会、区役所との連絡・調整 

【組織】 

委員長    副委員長      総務係（災害対応ﾏﾆｭｱﾙ・災害対策本部組織の整備、

（校長）  （副校長）          資料、情報収集、記録など） 

                施設・設備係（施設・設備の点検など） 

                防災教育係（防災教育、避難訓練、研修の企画） 

                 救急・救護係（応急手当、防災用具の取扱い指導等） 

学校施設・設備等の点検・整備 

災害対応マニュアルの策定 

○災害の状況別の具体的対応策 

○児童等の安否確認方法、保護者への引渡し計画 

○関係機関への連絡体制の整備 

○薬品保管庫等の危険物保管所をはじめ、校内及び

敷地内の施設・設備全般についての点検（定期・

随時・日常） 

○物品の倒壊・落下防止対策 

○消防法に基づく点検・整備 

 

防災上必要な用具等の点検整備 

○保管場所の把握 

○重要書類等の保管（校長印、学校沿革史、卒業生

台帳、指導要録、人事関係書類等） 

 

 

防災教育の実施 

○防災訓練推進計画の作成 

○児童の発達段階に応じた防災教育の実施 

○多様な状況を想定した避難訓練の実施 

○家庭、地域とともに考える防災教育の実施 

○防災研修の実施 

○「心のケア」の視点にたつ研修 

情報・連絡体制の整備 
○一元的な情報管理 

○学校内における情報の管理・連絡体制や災害時に

連絡すべき機関の把握（リストアップ） 

○保護者への緊急連絡方法の協議 

 
ＰＴＡ・地域等との連携 ○近隣校・地域団体との連携 

○各種機会を捉えた、危機管理マニュアルの保護

者・地域の方等への周知 
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（２）学校災害対策本部組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本部長（校長） 

 本部の総括、意思決定 

○副本部長(副校長) 

 本部長の指示による 

 連絡・報告等 

○副本部次長（教務主幹） 

 各班の連絡・調整等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災

害

対

策

本

部

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

総務 

・災害情報の収集 

・保護者への引渡し連絡メールの送信 

・学校 HP の非常用切替、更新 

避難誘導 

・避難誘導 

・児童等の安全確保 

・保護者との連絡 

・児童等の下校、引き渡し 

救護 

・児童等被災者の救護 

 

 副校長 

教務主任 

生活指導主任 

各学年主任  

養護教諭 

生活指導部 

  

施設安全 

・消火 

・施設等の被害状況の点検把握 

・電気、ガス等の安全措置 

・立入禁止措置などの危険回避対応 

・通学路等の被害状況の把握 

搬出 

・重要書類等の非常搬出、保管 

  事務職員 

避難受入 

・避難所開設・運営の支援・協力 

 教務部主任 

 教務部 

通報連絡 

・全体指揮、避難指示 

・情報収集整理 

・児童及び教職員の安否確認 

・警察、消防等への通報連絡 

教務主任 

情報推進化ﾘｰﾀﾞｰ 

各担当 

救助 

・児童等残留者の救出 

生活指導主任 

生活指導部 
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（３）教職員在校時に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童の安全確保 

１ 地震発生 

○児童に安心させるような声をかける。 

○身を守るよう指示する。 

・教室の場合、机に下に潜り込み、対角線に机の脚

をつかみ、頭は窓や壁と反対側に向けて身を守

る。 

 ・ランドセル、かばん、防災頭巾で頭を保護する。 

 ・体育館、校庭等の場合、中央に集まり頭を抱えて

しゃがませる。 

 ・廊下等の場合、「落ちてこない、倒れてこない、

移動してこない」場所に避難する。 

○ドアや窓を開けて出口を確保する。 

○火災など二次災害を防止する。 

 ・コンロ、ファンヒーター等の火を消す。 

 ・コンセントを抜き、ガスの元栓を閉める。 

○負傷者を確認する。 

３ 校舎外避難の決定と指示 

○避難経路の安全を確認する。 

 ・ドアや窓付近の落下物等危険物を除去し、脱出口

を確保する。→被害状況を主事室で集約 

○全校児童に避難を指示する。 

○自力で避難できない児童の安全確保を優先する。 

４ 校舎外避難 

○余震が発生することを想定し、落下物等に注意し冷

静に行動するよう指導する。 

○お・か・し・も（おさない かけない しゃべらな

い もどらない ）を合言葉として、分かりやすい

指示で児童を掌握する。 

○校舎内に児童が残っていないか確認する。 

○教職員は、誘導、負傷者搬送など、連携した行動を

とる。 

○避難の際、出席簿、災害時引渡しカード、ホイッス

ル、懐中電灯、ラジオ、災害用 PHS 等の災害時持ち

出し品を携帯する。 

○校庭に集合したら、学年、学級ごとに整列させ、腰

を降ろして低い姿勢で待機させる。 

５ 避難後の安全確保 ○人員の確認と安否確認を行う。 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○児童等の不安への対処を行う。 

 
６ 状況把握 ○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 
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ア：震度５弱（「不安定なものが倒れることがある」程度）以下の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ：震度５強（「固定していない家具が倒れることがある」程度）以上の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校災害対策本部の設置 ○非常配備態勢を取る。教職員各自の役割を確認し

校長が業務を指示する。 

○行方不明者を捜索する。 

○負傷者に応急手当を行う。 

○受水槽、高架水槽の栓を閉じる。ガス元栓を閉じ

る。機械警備システムを解除する。 

○ラジオ等で情報を収集する。 

○校舎・校庭・体育館の被害状況を確認する。学校

周辺の状況把握（施設・住民）も行う。 

○被害の状況、負傷者の人数等を把握し、教育部本

部 （ 教 育 推 進 課 庶 務 係  5662-1621  or 

070-6561-9179）に報告する。 

○救助を要する児童がいる場合、消防へ通報する。 

他の避難場所に移動する場合 

○避難誘導する前に、児童の人員を点呼する。 

○校門などに避難先を掲示する。 

○避難集団の編成は学級単位で編成し、学校集

団の先頭は副校長とし、担任はクラスの先頭

につく。 

○防災頭巾等で頭部を守りながら行動させる。 

○避難場所に着いたら、人員を点呼する。 

○行方不明の児童がいる場合は、捜索する。 

１ 校舎内外の被害状況の点検 

２ 児童の安全確保 

３ 学校周辺の状況確認 

４ 児童の下校 

○校舎内外の目視による点検を行い、教室及び体

育館の状況確認を行う。 

○児童を教室に誘導し、待機させる。 

○震度５以上の場合は、連絡メールにて児童の避難状

況を配信する。 

○ラジオ等で、地震についての情報を収集する。 

（津波、河川の決壊、周辺の火事等） 

○通学路の状況確認を行う。（建物や道路の状況） 

○区の指示を待ち、学区域の安全が確認されたら、児

童を下校させる。 

○公共交通機関が止まっている場合には、児童を学校

に留め置く。 
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２ 保護者への連絡 ○震度５強以上、または５弱以下であっても公共交通

機関が停止した場合は、保護者が引取りに来るまで

児童を学校に待機させる。  

○児童の引渡しについて保護者に連絡する。引渡しの

開始を周知させる手段として、防災行政無線、緊急

連絡メール、学校ホームページを活用する。 

 

 
３ 保護者への引渡し ○通学路の安全確保、保護者の状況等を総合的に判断

し、児童を保護者等に引渡す。 

○引渡しは、児童引き取りカードで行う。 

○引渡しは原則として担任が当たる。 

○児童引き取りカードに登録していない人が引受人と

して来た場合は、確認ができるまで引渡しを行わな

い。 

 

４ 緊急避難所の開放 
○残留児童と避難者の待機スペース（校庭等）を確保

する。 

○雨天時や厳寒期は施設の安全確認終了後、体育館に

誘導する。 

 

○避難所運営協議会がたちあがったら、避難所開設マ

ニュアルに基づき、避難所開設準備に当たる。 

５ 避難所開設準備 
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（４）校外活動中に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地震発生 

２ 安全確保 

○正確な状況把握と的確な指示（下見時の見学施設の  

把握、避難経路・避難場所の確認、施設管理者等  

との打合せ） 

○最寄りの避難場所に避難する。 

○宿泊場所で発災した場合は、その管理者に従う。 

○電車、バス等に乗車中は、係員の指示に従う。 

○児童の安全確保ができ次第、学校に現状の報告を行

うとともに、学校と連携して保護者に速やかに連絡

する。 

○児童に不安を抱かせないようにする。 

３ 近くの避難場所へ避難 

○避難場所、救護施設がない場合、地元の人や機関等

から情報を入手し、的確に対応する。 

○施設管理者等の指示に従う。 

○海岸での津波、山中での崖崩れ・落石に注意する。 

４ 避難後の安全確保 

○人員を確認する。負傷者の応急手当を行う。 

○児童等の不安に対する処置（状況説明、今後の対応

等の説明）を行う。 

○地元の公的機関へ救援を要請する。 

 

５ 学校への連絡 

６ 避難後の対応決定 

○学校への連絡、状況報告を行い、指示を受け対応す

る。（連絡が不通の場合は、教育委員会や公的機関

へ） 

○学校から教育委員会へ連絡する。 

○学校から保護者へ連絡する。 

○教育委員会からの指示を受ける。地元の公的機関へ救

援を要請する。 
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（５）登下校時に発災した場合の対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童等の行動 教職員の対応 

１ 地震発生 

２ 安否確認の 

ための活動開始 

○校内残留児童等の安否を確認

する。 

○通学路上、避難場所の児童等

の安否を確認する。 

 

 

通
学
路
巡
視 

校
内
巡
視 

自
宅
確
認 

○保護者、地域と連携

し、児童等の所在を

確認する。 

○在校中の児童等を校

庭に避難させる。 

 

３ 児童の安全確保 

４ 避難後の対応決定 

○出勤途中の場

合は、学校に

向かう。 

○帰宅途中の場

合は、学校に

戻る。 

○保護者へ確実に

引渡す。 

○家族不在時は、

学校待機させる

保護 

 

１ 地震発生 

２ 安全確保 

○ランドセル、カバンや上

着等で頭部を保護し、身

を低くする。 

○建物、ブロック塀、窓ガ

ラスから離れる。 

○車道に出ない。 

○電車・バス乗車中は、運

転手・駅員等の指示に従

う。 

 

３ 近くの避難

場所へ移動 

○揺れが収まったら、状況

に応じて公園、学校等の

避難場所、あるいは自宅

に避難する。 

○自宅や学校に避難するこ

とが困難な場合、教職員

や保護者等が来るまで、

そのまま待機する。 

○垂れ下がった電線に近づ

かない。 

○避難所等に避難した場

合、安全の確保ができ次

第、家か学校に連絡す

る。 

 

自宅 学校 
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（６）教職員在校時外の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）学校教職員非常配備計画 

時間の流れ 

地

震 

勤務時間内

発災 

 

平常時の

態勢 
勤務時間外

発災 

 

 震度５強以上で、災害対策本部を設置する。以下のような非常配備態勢を取る。 

◎ 非常配備態勢(勤務時間内）  … 通常業務を縮小(停止)し、応急業務体制に移行 

    [１] 児童・職員の安否確認及び保護者への引渡し 

      ①在校する児童の安全確保 

      ②外出している児童の安全確保 

      ③教職員の安全確保 

      ④保護者への引渡し連絡 

    [２] 被害状況の確認 

      ①受水槽及び高架水槽のバルブを閉栓 

      ②建物および施設周辺の状況確認    

      ③ガス、電気等ライフラインの状況確認 

◎ 特別非常配備態勢時は、自主参集し、避難所の設置及び運営に協力 

  ＊避難所開設・運営については、災害対応マニュアル（避難所開設）参照 

１ 地震発生 

２ 教職員の参集 

○震度５強以上の場合は、非常配備計画に基づき、教職員

は自身及び家族の安全を確認した後、直ちに学校に参集

する。 

○学校災害対策本部を設置する。 

○状況により臨時休校等の措置や、教育委員会や保護者へ

の連絡を行う。 

３ 災害状況確認 

○校舎の被災状況を確認する。 

○電気、水道等、ライフラインの被災状況を確認する。 

○教職員の安否、住居の被災状況を確認する。 

○児童等及び保護者の安否、住居の被災状況を確認する。 

○避難所の状況を確認する。 

○地域（通学路等）の被災状況を確認する。 

○教育委員会へ児童等の被害状況（教科書、文房具等の紛

失・焼失状況も含む）を報告する。 ４ 避難後の対応決定 

非常配備態勢 

特別非常 

配備態勢 
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(８)授業再開に向けた対応マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地震発生 

２ 教職員の参集 

○非常配備計画に基づき、教職員は家族の安全を確認した

後、直ちに学校に参集する。 

○学校災害対策本部を設置する。 

○状況により臨時休校等の措置を行う。教育委員会や保護

者に連絡する。 

３ 災害状況確認 

○校舎の被災状況を確認する。 

○電気、水道等、ライフラインの被災状況を確認する。 

○教職員の安否、住居の被災状況を確認する。 

○児童等及び保護者の安否、住居の被災状況を確認する。 

○避難所の状況を確認する。 

○地域（通学路等）の被災状況を確認する。 

○教育委員会へ児童の被害状況（教科書、文房具等の紛

失・焼失状況も含む）を報告する。 

４ 授業再開の準備 

○校舎等の被害に対する応急措置を行う。 

○校舎等の安全点検、危険度判定調査を実施する。 

○ライフライン、仮設トイレを確保する。 

○教室を確保する。（他施設の借用、仮設教室の建設） 

○通学路の安全を確保する。 

○児童の避難先等の動向を把握する。 

○学用品、救援物資等の受入れを行う。 

○児童等の心理的影響を確認する。 

○避難所の運営状況との関係を確認する。 

 

５ 臨時登校、家庭訪問 

 被災状況調査の実施 

○児童等の確認（避難移動した児童等含む）と学級編成を

行う。 

○保護者への連絡方法を確認する。 

○児童等の被災状況（教科書、学用品等）を確認する。 

○通学の安全について指導する。 

○避難移動した児童等の訪問、実情の把握 

 

６ 教育委員会との協議・調整 

○校舎施設・設備等の復旧、仮設教室建設等を行

う。 

○教職員を配置する。（指導体制、臨時時間割の

編成） 

○教科書等を確保する。 

○学校給食の再開に向けた対策を行う。 

○被災児童等に対する学校納付金等の減額・免除

を行う。 

○授業再開の保護者への連絡 

○「心のケア」指導対策の確立 

 

７ 授業再開 
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（９）警戒宣言発令時の対応 

 

１ 注意情報発令時の対応 

（１）教育委員会は、注意情報発令の連絡を受けたときは、小・中学校に連絡する。  

（２）学校は、授業を学級活動・学級活動に切り替え、児童に注意情報が発令された旨を

伝える。校外班ごとに集団で下校する。 

（３）地震に対する注意事項、警戒宣言が発令された場合の対応措置を指導する。  

 

２ 警戒宣言が発せられた場合の措置 

（１）在校時 

  ア 授業を打ち切り、警戒宣言が解除されるまで臨時休業とする。  

  イ 児童は校内で保護する。 

（２）校外活動時 

  ア 宿泊を伴う校外活動時は、その地の災害対策本部の指示に従うとともに、速やか

に学校に連絡する。 

  イ 校長は、情報を保護者に連絡する。 

  ウ 学校の対応状況を区教育委員会に報告する。  

  エ 日帰りの遠足等の場合は、その地の警察、消防等官公署と連絡を取り、状況に応

じて即時帰校等の措置をとる。 

  オ 交通機関の運行や道路状況によって帰校することが危険と判断された場合は、近

くの小学校、中学校に避難するなど適宜必要な措置をとる。  

  カ 校外活動が強化地域内の場合は、その地の区市町村と連絡をとり、その地の警戒

本部の指示に従う。 

（３）登下校時に警戒宣言が発せられた場合  

  ア 登下校時に警戒宣言が発せられた場合、児童は学校や家庭までかかる時間などを

考慮し、適切に避難する。 

   ※ 特に教職員の目が届きにくい登下校時においては、児童一人一人が最も安全と

考えられる対応ができるよう、日頃から柔軟に対応することの重要性を指導して

おく。 

（４）その他の対策 

  ア 飲料水、食糧、毛布等を児童のために準備する。 

  イ 児童に対して、今後の対応を指示、説明する。  

  ウ 保護した児童の人数、保護体制について、教育委員会に報告する。  

（５）警戒解除宣言の情報収集 

   学校は、警戒解除宣言の情報を、区災害対策本部、ラジオ、テレビ等から入手す

る。 
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（10）主要連絡先一覧 

①公的機関  

区教委指導室 5662-1634 

小松川警察署 3674-0110 

江戸川消防署  

小松川出張所 

3638-0119 

緊急時  警察 

消防 

110 

119 

②医療機関  

  医療機関 電   話 住  所 備考 

久田医院 

（久田和子） 
３６８１ー００８１ 平井１－２７－５ 内科校医 

二本松眼科 

（宇田真理子） 
３６８１－１２５７ 平井４－１０－７ 眼科校医 

今井耳鼻科 

（今井真三） 
３６８１－２８８７ 平井３－２２－２２ 耳鼻科校医 

齋藤歯科医院 

（斎藤祐一） 
３６８１－４４８１ 平井３－２１－１８ 歯科校医 

黒田薬局 

（黒田雅子） 
３６８５－２４１４ 平井２－２３－１３ 学校薬剤師 

 

その他の医療機関 

☆松江病院 ３６５２－３１２１ 親和クリニック ３６８４－７１５０ 

☆京葉病院 ３６５４－８２１１ 西外科胃腸科ｸﾘﾆｯｸ ３６８２－３７５６ 

☆東京臨海病院 ５６０５－８８１１ 都立墨東病院 ３６３３－６１５１ 

☆西村記念病院 ３６８３－２３０１ 一盛病院 ３６３７－００５0 

☆葛西循環器脳神経

外科病院 
３６８５－２４１４ 平井徳久眼科 ３６８３－２７２１ 

 

③学区内避難所 

項目 施設名 電話番号 

 一次避難所 江戸川区立小松川小学校  3681-4319 

 地域拠点 小松川事務所 3683-5181 

 食品等集積地 小松川区民館 3683-5249 

 緊急医療救護所 小松川健康サポートセンター 3683-5531 
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◎ 留意事項 

０．平常時 

 （１）出席簿に在籍数を記入し常備しておく。 

 （２）毎日、保健室に９時までに「保健板」に始業時の出欠状況や、遅刻・早退の状

況を記入しておく。養護教諭は、すみやかに管理職に報告する。 

■授業中（教員が指導しているとき）… 教員は児童に適切な指示を与え、避難させ

る。 

１．避難前 

 （１）緊急放送を良く聞き、避難経路を判断する。 

 （２）「窓をしめ、カーテンを束ねる(開ける)。扉をしめ、電気を消す。」ことを指示

する。 

 （３）児童を廊下に出し、2 列に並ばせる。 

２．避難中 

 （１）火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お（おさ

ない）、か（かけない）、し（しゃべらない）、も（もどらない）」を守らせ

て移動させる。 

 （２）階段を降りるときは、上の階のクラスが内側、下の階のクラスが外側を歩く。

(待たせない) 

３．人員確認 

 （１）校舎を背にして、クラスごとに出席番号順に並ばせる。 

 （２）担任が点呼を行い、その場に座らせる。 

 （３）担任は、確認票に不在児童の数と名前を書いて副校長に報告する。 

    「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不

明）」 

     ＊「欠席」とは、その時点での不在児童のこと。（早退・遅刻・出席停止・忌引等を含

む）  

＜避難完了＞ 

 （４）担任がクラスにつく。 

■休み時間等（教員が指導していないとき）… 児童は自主的に判断して、避難を行

う。 

１．避難前 

 （１）緊急放送を良く聞き、避難経路を判断する。 

 （２）近くの窓をしめ、カーテンを束ねる(開ける)。扉をしめ、電気を消す。 

 （３）校庭で遊んでいる場合は、その場に静かに腰を下ろし教員の指示や聞く。 

２．避難中 

 （１）火事が発生している場合は、ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お（おさ

ない）、か（かけない）、し（しゃべらない）、も（もどらない）」を守っ

て、安全な避難経路を通って移動する。 

３．人員確認 

 （１）校舎を背にして、クラスごとに背の順２列に並ぶ。 

 （２）教員の指示に従って、待機する。 
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火災発生時の基本的対応要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ＊火災でなかった場合 

非常ベルが間違って押された場合には、主事室の 

警報盤横のマニュアルにより復旧作業を行う。 

２ 児童児童の安全確保 

  校舎外避難 

１ 火災発生 
＜その場の教員＞ 

①現場の児童を校庭に避難させる。 

②近くの非常ベルを押し、「火事だ！○○より出火！」と

大きな声で叫ぶ。 

③消火活動を行う。 

＜職員室の教員・副校長＞ 

④主事室に行き、発報場所を確認する。 

⑤非常電話と消火器を持って発報場所に行く。火災のよう

すを電話で連絡する。消火活動を行う。（＊火災でなか

った場合） 

⑥非常放送で「緊急放送。緊急放送。火災発生。○○より

出火。児童は、○階段を使って校庭に避難しなさい。」 

（2 回繰り返す） 

⑦非常電話で消火活動の状況を確認し、携帯電話(または

職員室・保健室の電話)から消防署に連絡する。 

⑧「火事です。江戸川区立小松川小学校です。 

住所は江戸川区平井 4-1-23 です。○○から出火しま

した。児童は……。現在のようすは……」 

⑨全校児童を校庭に避難誘導する。(出口の確保) 

自力で避難できない児童の安全確保を優先する。 

⑩非常持ち出し袋を持つ。 

⑪消火活動が困難な場合は、教職員も直ちに避難する。 

３ 消火活動 

５ 避難後の安全確保 ○校庭に集合したら、校舎を背にして学年・学級ごとに背

の順２列に整列させ、教員が人員の確認をする。 

→副校長が集約する。 

○負傷者を確認し、関係機関への通報を行う。 

○児童等の不安に対する対処を行う。 

４ 通報 

６ 鎮火後の対応 ○校舎の被害を把握し、安全点検を行う。 

○区教委へ報告する。 

○災害対策本部が今後の対応を決定する。 

○安全が確保できる場所に児童を移動させ、今後の対応を

伝える。保護者には緊急連絡メール・HP にて情報を流

す。 
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◎ 留意事項 

０．平常時 
 （１）出席簿に在籍数を記入し常備しておく。 

 （２）毎日、保健室に９時までに「保健板」に始業時の出欠状況や、遅刻・早退の状

況を記入しておく。養護教諭は、すみやかに管理職に報告する。 

 

■授業中（教員が指導している時）… 教員は児童に適切な指示を与え、避難させる。 

１．避難前 
 （１）緊急放送を良く聞く。出火場所を聞き取り、避難経路を判断する。 

 （２）「窓をしめ、カーテンを束ねる(開ける)。扉をしめ、電気を消す。」ことを指示

する。 

 （３）児童を廊下に出し、2 列に並ばせる。 

 

２．避難中 
 （１）ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お（おさない）、か（かけない）、し

（しゃべらない）、も（もどらない）」を守らせて移動させる。 

 （２）階段を降りるときは、上の階のクラスが内側、下の階のクラスが外側を歩く。

(待たせない) 

 （３）最後のクラスが避難したら、担当者が防火扉を閉める。 

 

３．人員確認 

 （１）校舎を背にして(火を見せない)、クラスごとに出席番号順に並ばせる。 

    ＊少人数指導の場合もクラスごとに並ばせる。 

 （２）担任が、児童の肩を叩いて点呼を行い、その場にしゃがませる。 

 （３）担任は、確認票に不在児童の数と名前を書いて副校長に報告する。 

    「○年○組、在籍○名、欠席○名、現員○名、異常なし・あり（○○が不

明）」 

     ＊「欠席」とは、その時点での不在児童のこと。（欠席・早退・遅刻・停止

を含む） 

    ＜避難完了＞ 

 （４）担任がクラスにつく。 

 

■休み時間等（教員が指導していない時）… 児童は自主的に判断して、避難を行う。 

１．避難前 
 （１）緊急放送を良く聞く。出火場所を聞き取り、避難経路を判断する。 

 （２）近くの窓をしめ、カーテンを束ねる(開ける)。扉をしめ、電気を消す。 

 （３）校庭で遊んでいる場合は、その場に静かにしゃがんで指示や教員を聞く。 

 

２．避難中 

 （１）ハンカチを口に当て、姿勢を低くし、「お（おさない）、か（かけない）、し

（しゃべらない）、も（もどらない）」を守って、安全な避難経路を通って移

動する。 

 

３．人員確認 
 （１）校舎を背にして、クラスごとに背の順２列に並ぶ。 

 （２）教員の指示に従って、待機する。 
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１. 第１次対応（不審者発見時の対応）        

         

                 不審者          

                             

＜発見者＞ 

○ 大きな声を出し、近くの職員に応援を依頼する 

とともに、校長・副校長への連絡を依頼する。 

○  児童の安全を確保（避難・誘導・応急処置）する。 

 ○ 不審者へ対応（現場近くの複数人で対応）する。 

                                      負傷者 

      ＜近くの職員＞        応援           応急手当 

※ 校長、副校長への連絡と 

負傷者がある場合、養護教諭への連絡  

○ 大きな声を出し、非常ベルを鳴らす 笛を強く吹く      

○ 児童の安全確保（避難・誘導・応急処置） 

○ 防火扉等を利用し、不審者と児童を遮断する 

       

             連絡 

   職員室・事務室 

○ 侵入場所へ駆けつける（複数の職員） 

● 非常通報装置を押す（学校１１０番） 

● 非常放送（児童の避難・誘導指示） 

       ○ 現場の情報収集を行う 

  ※養護教諭への連絡  ※医療機関への連絡 

※警察への連絡    ※教育委員会への連絡     連絡  指示 

  

                      非常放送による指示 

各教室の対応（児童の安全確保） 

 

 

         
  
 

※警察への通報 

 

 

 
 

警 

察 

養護教諭 

※医療機関へ 

連絡付き添い 

校長・副校長  

在職員室教員  

事務職員  

避難場所  

体育館、 

校 庭、 

その他  

校 長 が 指 示

する場所 

 通常は、小松川警察署 3674-0110 に電話連絡を行う。状況により非常通報装

置（学校１１０番）を運用するが、運用に当たっては校長が判断する。  

   

○ 非常放送に従い、避難する。 

○ 場合によっては校外へ 2 次避難をする。 

○ 児童の避難・誘導（学級担任・教科担任） 

 

教育委員会 

・対応指示 

・応援 
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２. 第２次対応（事件直後の対応） 

 

≪緊急対策会議（運営委員会）≫  

 

○ 情報収集・状況の把握 

○ 協議・決定、伝達・指示 

 

□ 負傷者の確認・医療機関への搬送 

□ 児童の安全管理・保護者への引き渡し、下校 

□ 警察との連絡  □ 教育委員会との連絡 

□ 保護者との連絡 □ マスコミへの対応 

 

 

 

   

≪救急措置≫     ≪児童管理≫    ≪情報管理≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記の役割について、校長不在の場合の代理者は必ず指定しておく。 

また、副校長以下の教職員の役割についても、校長があらかじめ指定しておくものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○応急処置  

  （ 発見者・養護教諭

等） 

○ 医療機関への搬送、  

連絡調整  

   （養護教諭） 

○ 負傷者の人数・氏名・  

程度等の把握  

（養護教諭） 

○ 負傷した児童の  

保護者への連絡・対応   

（副校長、学級担任）  

 

 

○情報収集・状況の  

把握・伝達･記録  

（教務主任） 

○警察・教育委員会・  

マスコミへの対応  

（校 長） 

○保護者・地域への対応  

（副校長） 

○児童の安全管理  

○避難・誘導  

○下校・集団下校・引渡

しの指揮  

（生活指導主任） 

○ＰＴＡとの連絡  

（副校長） 

○保護者への連絡  

（連絡メール）  

（各学級担任） 

（情報推進ﾘｰﾀﾞｰ）  
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３.  第３次対応（事件後の対応・措置） 

 

 

救急措置        児童管理         情報管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４. 児童の避難誘導  

 

 

１ 教職員の誘導体制 

副校長（又は主幹） 非常放送（避難場所の指示） 

各学級担任・授業担当者 児童の誘導、安全確保 

授業のない教員 主事 校内残留児童の確認・誘導 

２ 発見時間及び場所による避難誘導             

授 業 中 

 

 

学級担任又は授業担当者は、非常放送があった場合、事件発生

場所（危険場所）を避けた避難経路を確認し、直ちに児童を安

全な場所へ避難・誘導する。 

休 み 時 間      

 

 

 

原則として、学級担任又は次の授業を受け持つ授業担当者は、

非常放送により事件が発生した場所を避けた避難経路を確認し

、児童の避難・誘導にあたる。 

 

 

 

 

≪ 緊急職員会議 ≫ 
報告・確認・事後の諸対策を協議  

《授業の再開》  

 

□施設・設備などの  

修復（施設係） 

《保護者・児童  

への対応》  

□緊急保護者会の招集  

□家庭訪問（学級担任） 

□教育相談・こころのケア

（教育委員会等） 

 

《関係諸機関との  

     連 携 ・ 対

応》  

□ 警 察 （校 長） 

□ 消 防 （校 長） 

□ 医 療 機 関 （ 養 護 教

諭） 

□ 教 育 委 員 会 （ 校 

長） 

□ マスコミ（校 長） 
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５. 教職員等の主な役割  

 

※発見者・・・大きな声を出し、近くの職員に応援を求め、複数人で対応。 

       児童の安全確保、必要な応急措置、校長・副校長・養護教諭へ の連

絡など。 

 

係 担   当 主  な  役  割 

総

指

揮 

校  長 

 

対応方針の決定、校内の総括・指揮、 

教育委員会への報告、警察・マスコミ対応等 

通

報

連

絡 

副校長 非常放送（避難指示）、関係機関、保護者・ＰＴＡ等への対応、

校外からの連絡窓口の一本化、事務的な対外折衝等 

教務主幹 情報収集、状況の把握・記録伝達（副校長を補佐）、 

緊急保護者会の企画 

避

難

誘

導 

生活指導主幹(任) 児童の避難誘導及び人員確認、安全確保、 

下校や集団下校・引渡しの指揮、 

状況説明と動揺を防ぐための全校集会の企画 

学級担任 

 

児童の安全確保・避難誘導、保護者への連絡、 

学級の児童の不安や動揺の解消等 

学年主任 担任への助言、担任不在の学級への援助体制の指示 

防

御 

学年でペアー学級

で対応 

不審者への対応、施設設備の修復、 

担任不在の学級への援助、児童の安全確保 

救

護 

養護教諭 応急措置、負傷者の状況把握、医療機関への連絡・付添 

健康状態の把握、心のケア 

 

 

６. その他の対応＜緊急時の連絡体制＞  

 

《不審者対応における緊急時の連絡体制の整備》 

 

○ 校長は、随時、状況を教育委員会指導室に報告するとともに指示に従う。 

○ 校長は、教育委員会の指示に基づき、児童の早期下校や休校等について決定し、保

護者に連絡する。 

○ 負傷者が発生した場合、校長及び教育委員会は誠心誠意をもって対応する。 
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緊急通報マニュアル  

１．警察を要請する場合（不審者等）   

  ◎「１１０」または「3674-0110 (小松警察署) 」 
 

「不審者が侵入しています。」 

「江戸川区立小松川小学校です。」 

「住所は  江戸川区平井４-１-２３  です」 

「電話番号は、03-3685-4600」 

「目標物は、小松川事務所横です。」 

「状況は○○○ 、不審者の状況は○○○、 

刃物等は○○○、けが人は○名、 

 

２．救急車を要請する場合  

◎「１１９」をダイヤルする。  
 

・「こちら消防庁。火事ですか、救急ですか。」 

「救急車をお願いします。」 

「江戸川区立小松川小学校です。」 

「住所は  江戸川区平井４-１-２３  です。」 

「電話番号は、03-3685-4600    です。」 

「けが人(病人)は○年生、男子（女子) ○名」 

「症状、けがの状態は○○○」 

 

職員玄関側の門を開け、通りに出て、救急車が到着したら案内をする。 
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１．事故現場での対応体制  

   

事故発生 

                    ↓ 

 

 

・発生の事態や状況の把握 

・近くの子どもの安全確保 

・協力要請や緊急通報 

・負傷者の把握と応急手当 

  

  

  

  

  

                    ↓ 

 

 

・事故発生の通報 

  

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊被害の状況や緊急度に応じて  

   緊急対策委員会や緊急職員会議を行う。  

 

 

発見者 

近くの教職員等 
 

◎ 通報内容 

  いつ      （時刻） 

  どこで    （教室、校庭など） 

  だれが    （学年 組 名前） 

  どうして  （原因）  

  どうなった（意識、外傷など） 

＊状況により、事故の目撃者からの情報

を得る。 

 

 

・事態や状況の 

把握、判断 

・対応、指示 

・連絡、報告 

 

・負傷者の保護 

・症状の確認 

・応急手当 

学校医 

 

 

・児童の避難誘

導、安全確保 

・危険に対する防御 

・状況事実確認 

・被害の防止 

教職員  
校長 

（副校長

）  

養護教諭 
 

指示 

 

報告 

指示 

 

報告 

相談  指導 

保護者 警察の出動要請

（110 番） 

教育委員会 

救急車の出動要請 

（119 番） 

報告・相談  指導 

医療機関

関 

付添搬送 



江戸川区立小松川小学校【危機管理マニュアル】 

21 

 

２．事故発生時の係分担  

係 担当 内容 

総指揮 

 

 

校長 

 

 

・事態や状況の把握、判断 

・副校長、教職員、養護教諭等への指示 

・防御、避難誘導の指示 

通報連絡 

 

 

 

 

 

副校長 

教務主幹 

 

 

 

・救急車の出動要請 

・警察の出動要請 

・保護者への連絡 

・教育委員会への報告 

・報道機関との対応 

・記録 

避難誘導 

 

学級担任教

科担任 

・避難場所への誘導 

・避難場所での安全確保 

防 御 副担任 ・暴力の抑止と被害の防止 

救護活動 

 

 

 

 

養護教諭 

 

 

 

 

・負傷者の保護 

・症状の確認 

・応急手当 

・健康状態の把握 

・心のケア 

 

３．事故発生後の報告と事後処理  

  (1)教育委員会への報告 

    事故発生後できるだけ速やかに、教育委員会に報告する。 

事故発生  事故発生状況の調査  事故報告書作成  教育委員会 

                                事故直後 電話にて第一報 
 

 (2)日本スポーツ振興センター申請手続き 

    ・重大な事故の場合は、指導計画・内容、当日の状況等の詳細な報告を求められる。記録

は正確にとり長期にわたって保存する。 
 

  (3)記録の管理 

    ・事故発生の状況や措置について、時系列で記録する。 

    ・記録は添付書類（指導計画、指導内容等）とともに長期保存をする。 
 

  (4)一般児童への指導 

    ・一般児童が不安に陥ることのないよう配慮する。 

    ・事故の概要について可能な範囲で、できるだけ早く説明する(全校集会等)。 

・安全対策を再点検するなど再発防止について指導を行う。 
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 (5)対外折衝 

    ・無用の混乱を避けるために、窓口を一本に絞って管理職が行う。 
 

 (6)保護者への説明 

    ・重大な事故の場合は、事実と異なった内容が流れ、不安や混乱を招く恐れもある    

ので、校長と教育委員会は連携を図りながら、必要と認めた場合に保護者への説    

明の場を設定する。電話連絡網を使用する場合は連絡内容を簡潔にし、正確に伝    

わるようにする。 

 

 

緊急通報マニュアル   救急車を要請する場合  

◎「１１９」をダイヤルする。  
 

・「こちら消防庁。火事ですか、救急ですか。」 

「救急車をお願いします。」 

「江戸川区立小松川小学校です。」 

「住所は  江戸川区平井４-１-２３  です。」 

「電話番号は、03-3685-4600    です。」 

「けが人(病人)は○年生、男子（女子) ○名」 

「症状、けがの状態は○○○」 

 
 

 

正門を開け、通りに出て、救急車が到着したら案内をする。 
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1. 熱中症に対する 
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２.熱中症の未然防止のための運動に関する指針  
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食物アレルギー発生時の対応 
１、食物アレルギーについての一般的事項 

① 「食物アレルギー」とは、「食物に対して、体を守るはずの免疫システムが、過剰に反

応して起きる不利益な症状」をいう。最も多い症状は、皮膚反応ですが、呼吸器・消化

器あるいは全身性に症状が起こることがある。 

② アナフラキシーとは、即時型アレルギーの中でも、複数の臓器に重い症状があらわれ

もの。食物アレルギーによるアナフィラキシーショックは、短時間で呼吸停止に至り、

最悪の場合、死に至ることもあるため、迅速な対応が必要となる。  

③ 食物アレルギーの原因物質・食品としては、「鶏卵」「乳製品」「小麦」「甲殻類（エ

ビ・カニ）」「果物」「魚・魚卵」「ピーナッツ」などが多い。  

④  江戸川区教育委員会では、食物アレルギーのある児童の給食は、「除去食」を標準としてい

る。 

⑤ 食物アレルギー症状は多彩で、その現れ方も人により様々。 

また、同じ人の同じ症状でも、食べた量・体調・運動後 

などという状況によってその状態が大きくかわる。 

 

⑥ 食物摂取と症状が出るまでの時間で、即時型、遅発型、 

遅延型に分けられる。ほとんどが即時型。 

 

* 即時型：ほとんどの食物アレルギー反応 

* 食物依存性運動誘発アナフィラキシー：原因となる食べ物を食べたあと 1～2 時間

以内に、心拍数が１分間に 100～130 以上になるような比較的激しい運動をした

ときに起こる激烈なアレルギー反応のこと。 

皮膚症状・血圧低下・呼吸困難が起こり、ショック状態に陥ることもよくある。

そのため、適切な処置を素早く行わないと死に至ることもまれではない。また、こ

れは特定の食物、魚介類や各種の小麦製品（麺類など）、メロン、キウィ、メロン

などの果物、セロリやトマトなどの野菜、ナッツ類など各種の食物が原因となるこ

とが報告されているが、原因の食物が分からないにもかかわらず症状が出る場合も

ある。       

 

 

 

 

 

 

 

* 口腔アレルギー症候群：原因となる食べ物が口腔粘膜に直接接触することで生じる

アレルギー反応と考えられている。摂食後 15 分以内に、唇の腫れ、舌やのどに痛

み・かゆみ・不快感が出現、時に、舌・のどの腫れも起こす。重症の場合は、アナ

運動量の増加する 

小学校高学年から高校生に多く、昼休み、午後の

体育の授業で 

発症することが多い。 
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フィラキシー・アナフィラキシーショックを起こす。原因としては、バラ科の果

物、ウリ科の植物、キウイ、バナナ、トマト、ジャガイモなどが多い。もちろん、

卵や牛乳、小麦などの食物、ダニ、ペットの抗原、花粉などが粘膜に接触すること

でも同様の状態が起きる。 

原因食品がシラカンバなどの花粉と交差抗原性があるため、年長児や大人では花

粉症を起こした後に口腔アレルギー症候群を起こす場合が多いといわれている。 

⑦ アレルギー反応を起こす食べものはたくさんある。 

・年齢によってアレルギーを起こしやすい食品が変わる。 

* 卵・牛乳・大豆・くだもの 等などは、消化酵素・加熱処理の影響を受けやす

い。 

* ピーナッツ・ソバ・貝・エビ・カニは、消化酵素・加熱処理の影響を受けにくいの

で、アウトグローしにくい。その結果、成人型のアレルギーになることが多

い。 

  

 

⑧ 食品の交差抗原性に注意！ 

    同じ科に属する果物や野菜はアレルギーを起こしやすくなる。また、科が違っても共

通抗原を持っている場合もある。例えば、セロリ・パセリ・ニンジン・モモ・ナシ・ジ

ャガイモ・シラカンバ花粉のグループはそのうちの１つにアレルギーを起こすと他の果

物にもアレルギーを起こす可能性がある。他にも、サクランボ・リンゴ・ピーマンのグ

ループ、モモ・リンゴ・ナシ・大豆のグループ、パパイヤ・パイナップル・大豆・イチ

ジク・キウイフルーツのグループなどがある。 

* バ ラ 科：リンゴ・イチゴ・ナシ・スモモ・プラム・サクランボ・アーモンド・

ウメ 

* セ リ 科：セロリ・ニンジン・パセリ 

* ウ リ 科：メロン・スイカ・カボチャ・キュウリ 

* ミカン科：オレンジ・レモン・グレープフルーツ 

* ナ ス 科：トマト・ジャガイモ・ナス・ピーマン・トウガラシ・シシトウ・クコ 

の実 

           共通抗原を持つグループ 

* モモ・リンゴ・ナシ・大豆 

* セロリ・パセリ・ニンジン・モモ・ナシ・ジャガイモ・シラカンバ花粉 

* サクランボ・リンゴ・ピーマン 

* パパイヤ・パイナップル・大豆・イチジク・キウイフルーツ・くり・ラテックス 

 

    果物のアレルギーがある場合、ゴム（ラテックス）にもアレルギーを起こしている場

合があることが報告されている（ラテックス－フルーツ症候群）。そのため、ゴムのア

レルギーを起こしている場合は、ゴムと共通抗原のあるバナナ、キウイ、クリ、アボガ

ド、クルミ、トマト、パパイヤ、グレープフルーツ、ジャガイモ、メロン、イチジク、

ピーナッツなどでもアレルギーを起こしやすくなる可能性がある。 

 また、果物のアレルギーのある人の場合、ゴム手袋を用いる場合なども注意が必要と

考えられる。 

 

（成長と共に良くなっていくこと） 
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２、アナフィラキシー と アナフィラキシーショック 
◇ アナフィラキシーとは 

食物、薬物、ハチ毒などが原因で起こる即時型アレルギーの呼び名で、皮膚・

呼吸器・消化器など、多臓器に渡り全身性に症状が現れ、急速に進行する病態。

症状は、口内異常感、咽頭部狭窄感、悪心に続き、全身のじんましん、腹痛など

多様で、患者本人が認識しないほどの極微量の抗原の侵入によっても症状が引き

起こされることも少なくない。時には死に至ることもある。 

症状の出現時間は、個体の感作状態、原因アレルゲンまたは起因物質の量、投与

経路によって異なる。典型的な全身性アナフィラキシーの場合、アレルゲンまた

は起因物質の注射後５〜10 分以内に始まるが、最も早い場合は 30 秒以内に始ま

るので注意を要する。  

 原則として症状の発現が早い場合は重篤で、遅いと軽い傾向にあり、症状が進

行性であることもしばしば。 

◇ アナフィラキシーショックとは 

  アナフィラキシーが起こり、加えて、血圧低下、意識障害など（医学的ショ

ック症状）を起こした状態を言う。気道の平滑筋が収縮したり気道のむくみを

起こしたり、分泌物が増加することによって起こる気道閉塞、血管運動性のむ

くみ（クインケ浮腫）、じんましんなどのアレルギー症状が現れる。 

  初期症状あるいは自覚症状 は、口内異常感、口唇のしびれ、のどが詰まっ

た感じ、嚥下困難感、両手足末端のしびれ、心悸亢進、悪心、耳鳴、めまい、

胸部不快感、目の前が暗くなった感じ、虚脱感、四肢の冷感、腹痛、尿意、便

意など。  

 初期の他覚症状は、くしゃみ、反射性咳発作、約半数に皮膚紅潮、じんまし

ん、まぶたや口唇のむくみ。さらに急激な血圧低下、循環不全に伴う意識障

害、あるいは気道が狭くなることによる呼吸困難、チアノーゼの出現など。時

に、気道狭窄による窒息が主症状となることもある。 

  アナフィラキシーショックは発症が非常に急激で、症状の発現まで 30 分以

上かかることはまれ。それによる死亡は初期の１〜２時間に起こり、多くは喉

頭のむくみや不整脈による心停止、さらに重篤な酸素欠乏症と血圧低下によっ

て起こる。したがって、治療の目的は呼吸と循環を緊急に改善することで、ま

ずは気道の確保と酸素吸入が重要。その後、輸液および薬剤を投与するための

静脈確保が行われる。 

  

詳細を覚えていなくても 

２か以上の臓器の症状が出たらアナフラキシーと判断して、治療が必要と考えて

ください！！！ 

 

 



江戸川区立小松川小学校【危機管理マニュアル】 

28 

 

〈資料：保育園におけるアレルギー対応ガイドライン・goo ヘルスケア参考〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ アナフィラキシーが起こった時の対応 

   アナフィラキシ―症状は非常に多彩で、全身のあらゆる症状が出現する可能性が

ある。しかし、出現頻度には差があり、皮膚症状が最も多く９０％程度の患者に認

められる。以下、粘膜、呼吸器、消化器症状に順で合併しやすい傾向にある。 

   アナフィラキシーの症状をその症状によって大きく３段階に分け、その段階に合

わせた対応を考えると分かりやすい。 
 

【クレード１】各症状はいずれも部分的で軽い。あわてる必要はない。症状の進行

に注意を払いつつ、安静にして経過を追う。誤食した時用の処方薬

がある場合は内服させる。 
 

【グレード２】全身性の皮膚及び強い粘膜症状に加え、呼吸器症状や消化器症状が

憎悪してくる。医療機関を受診する必要あり。処方されたエピペン

があれば準備し、注射することを考慮する。 
 

【グレード３】  強いアナフィラキシ―症状と考える。プレショック状態（ショックの一歩手

前）もしくは、ショック状態と考え、緊急に医療機関を受診する必要がある。

処方されたエピペンがあれば直ちに注射する。 

 

①  ②  ③  

⑤  ⑥  ④  

⑩  ⑦  ⑧  ⑨  
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  アナフィラキシー症状の重症度  

グレード １ 2 3 

皮 膚 

症状 

赤み・じんましん 部分的・散在性 全身性 ― 

かゆみ 軽度のかゆみ 強いかゆみ ― 

粘 膜 

症状 

口唇・目・顔の腫れ 口唇、まぶたの腫れ 顔全体の腫れ ― 

口・喉の違和感 口・喉のかゆみ 違和感 飲み込みづらい 
喉や胸が強く締め付けられる 

声枯れ 

消化器 

症状 

腹痛 弱い腹痛（我慢できる） 明らかな腹痛 強い腹痛（我慢できない） 

嘔吐・下痢 嘔気、単回の嘔吐、下痢 複数回の嘔吐、下痢 繰り返す嘔吐、下痢 

呼吸器 

症状 

くしゃみ、鼻汁、鼻

閉 
あり ― ― 

咳 弱く連続しない咳 
時々連続する咳、咳き込

み 

強いせき込み 
犬の遠吠え様の咳 

喘鳴・呼吸困難 ― 
聴診器で聞こえるくらいの

弱い喘鳴 
明らかな喘鳴 

呼吸困難・チアノーゼ 

全身 

症状 

血圧低下 ― ― あり 

意識状態 やや元気がない 
明らかに元気がない 

横になりたがる 
意識低下、ぐったり 

意識消失、失禁 

対 応 

抗ヒスタミン薬 ○ ○ ○ 

ステロイド △ △ △ 

気管支拡張薬吸入 △ △ △ 

エピペン × △ ○ 

医療機関受診 △ ○（応じて救急車） ◎（救急車） 

            〈アレルギー対応研修会資料：保育園におけるアレルギー対応ガイドラインより〉 

３、アドレナリン自己注射（エピペン） 

・アドレナリン（エピネフィリン）は、神経伝達物質で、交感神経を興奮させる働

きを持つ。血中に放出されると心拍数や血圧を上げ、瞳孔を開き、血糖値を上

げ、気管支を拡張させる作用などがあるため、心停止やアナフィラキシーショッ

ク、敗血症に対する血管収縮薬や、気管支ぜんそく発作時時の気管支拡張薬とし

て用いられている。 

・アドレナリン自己注射は、アナフィラキシーに対する緊急補助治療薬で、進行予

防の効果はない。アナフィラキシーを起こす可能性の高い患者が常備し、アナフ

ィラキシー発症の際に医療機関へ搬送されるまでの症状悪化防止に役立てている

もの。即効性で、効き目は１０～１５分持続する。 

 
 
 
 

マイラン製薬株式会社      （これは古い型の写真です） 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Epipen.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%B3
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５．食物アナフィラキシー発生時の対応の手順 

実施すること 留意点 

□ 状況の把握（発見者）  

※その場を離れない！  

 → 担任・他の教職員を呼ぶ  

 

□ 発見者以外の教職員（応援の教員）  

→ 校長・副校長・養護教諭・栄養士に連絡  

→ アレルギーファイル  

エピペン（Ｈ25 年 3 月現在該当児童なし）  

酸素ボンベ 

保健資料を児童のもとへ持参 

 

□ 担任（不在時は副校長）  

 → 保護者に連絡・情報収集・時系列で記

録 

 

□ 校長（不在時は副校長）  

→ 搬送決定・救急車依頼  

 

□ 養護教諭（養護教諭不在時は学校長・

副校長  

→ 応急処置の実施・時系列で記録  

  →（※応援の教職員に依頼）  

アレルギーファイル・エピペン  

酸素ボンベ・保健資料を依頼  

 

□ 栄養士  

 → その日の給食の献立表、調理手順を揃

える（控えをとり、救急搬送引率者経由で医

師に提出） 

 

□ 児童を保健室に運ぶ。  

※ 但し、意識不明の場合はその場で対応す

る。 

 ※  他の児童が処置等見ることがないよ

う、他の児童をすみやかに別室へ誘導する

（応援の教員）。 

□ 養護教諭は現場に急行し、応急処置に当

たる。 

 

  

□ 必要に応じて、かかりつけ医療機関・校

医に連絡（養護教諭または校長・担任がかか

りつけ医療機関や校医に状況を伝え、対応を

確認する。） 

□ 別表「アナフィラキシー症状の重症度」を

参考に、医療機関を受診する。  

□ グレード２以上で症状の進行がある場

合、救急車を要請する。エピペン持参児童の

場合、エピペンを注射する。  

 

□ 受診には状況が分かる教職員が付き添

い、状況を正確に伝える。必ず教員が救急車

に同乗すること。医療機関には「時系列の記

録」「アレルギーファイル」「保健資料」「献

立表」「調理手順」を必ず持参する。  

□ ＜事後＞ 学務課保健給食係へ連絡  

（養護教諭） 

救急処置の方法 

１）原因物質を口に入れたとき 

・ 口から出して、口を水道水ですすぐ。 

２）皮膚についたとき 

・ 水道水で洗い流す。 

３）目に症状がでたとき 

・ 水道水で目を洗い流す。 

４）アナフィラキシーショックを起こしてい

る場合 

・ 動かさず、その場で処置を行う 

・ 意識がある場合は、衣服をゆるめ、本人

の楽な姿勢にする 

 （原則、仰向けで、足側を 15～30 ㌢ほ

ど 

高くした姿勢で、顔を横に向ける。） 

 ・ 移動させる場合は、背負ったり、腰か

けさせたりしない。横になったままの 

   姿勢を保つ（担架使用）。 
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感染性胃腸炎様症状の集団発生時の対策 
 

     ノロウイルス感染を想定して 
 
7:30～  電話による欠席連絡多数 
      欠席の連絡は連絡帳が原則だがノロウイルス集団発生時は兄弟関係 
       も地域もお互いに症状があって電話連絡が多くなる可能性あり 
 
            健康観察の徹底及びその結果の報告提出の確認 
8:30～       各クラスで健康観察 
 
9:00     校長・副校長・主幹・保健主任・養護教諭・栄養士で協議・関連機関連絡 
       ↓           ↓             ↓       ↓ 
             区教委    各クラス状況確認   ↓       保健所 
             区健康部                   校医・薬剤師 

平井小松川地区学校 
                                       近隣の医院・病院 
20 分休み 職員集合 
                状況確認 諸連絡 
 
10:40   保健所職員来校   
              調査方針協議 
               ①「感染症」として対応 
               ②「食中毒」として対応 
               ③「感染症」「食中毒」両面から対応 
               ④それ以外で対応 
 
           考えられる調査・検査・検討 
              保存食検査 
       ふき取り検査 
             検便 
              水質検査 
              欠席状況調査 
             給食摂食品目調査 
              給食実施・中止・簡易給食の検討 
              臨時ＰＴＡ役員会・学校評議委員会の開催検討 
 
昼休み  職員集合 
                  打ち合わせ・状況報告・今後の予定確認 
                                          ↓ 
               欠席児童宅家庭訪問（ききとり・検便のお願いなど）                

校内消毒（児童机・トイレ等）塩素系殺菌消毒剤 
               連絡網にて経過説明・翌日の予定連絡 
 
 
翌日以降考えられる状況 
              保健所職員来校、検便容器回収・ききとり 
             児童の健康観察の徹底 
              関係機関への報告 
              給食実施についての検討 
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インフルエンザの対応について 
 
 インフルエンザは、毎年冬に流行が繰り返されます。多数の児童が罹患した場合、児童本人
の健康はもとより学校教育活動に支障をきたします。インフルエンザの予防、発生時の措置を
下記のようにお願いいたします。 
 

１．感染予防のため 
      発生時の対策の流れ検討 
      情報収集、情報提供 
      健康教育 
      流行の早期発見 
      環境管理 

      家庭への連絡と協力依頼 
          家庭での健康管理 
      家庭での朝の健康状態チェック 
            インフルエンザ様症状のある時は、速やかに医師の診察を受ける 
            インフルエンザの診断がついた場合は出席停止 
２．流行の兆しのある時期の手だて 

     ８：４０  各学級 健康観察 と 欠席調査 （担任） 
   ９：００    欠席調査まとめ と 管理職へ報告 （養護教諭） 
                      検温・症状・顔色など該当クラスで登校児童調査・名簿に記入 
      ９：３５    欠席者の多い学級にて 健康観察 （養護教諭） 
                 欠席者の症状把握（必要に応じてＴＥＬ）（担任） 
    １０：００    学校医との相談（ＴＥＬ） 近隣校の情報収集 (養護教諭) 

    １０：１５    対策会議             
                 校長・副校長・担任（学年）・保健主任・養護教諭等 
                  （発達段階・数日前からの状況・今後の見通し・曜日 
          校医の意見・曜日・近隣校の状況・他クラスの状況など考慮） 
                  →校長判断→教育委員会学務課に報告（ＴＥＬ） 
    ２０分休み    決定の場合 職員集合  

                 諸連絡 
                     職員 への周知  兄弟関係で感染注意 
                     教育委員会 給食保健係はｃｈ４で報告 
           保健所   電話とＦＡＸ 
                    給食関係    実施人数、食材発注変更 

校医へ報告 
                     保護者      お知らせ 

すくすくスクール 
    ３校時     当該クラス学級指導（事前指導の徹底） 
    放課後          該当クラスは保護者連絡 （担任・学年） 
                     教室机イス消毒   （養護教諭） 
３．学級閉鎖日       担任→電話や家庭訪問にて児童の健康状況等確認 

４．再登校日 
              流れは ２ とほぼ同じ 
            対策会議メンバーで 検討 
                      ＊学級閉鎖の期間は適切であったか 
                      ＊再度その必要はあるか 
５．確認事項 

       健康観察表は、9:00 までに保健室へ届ける。 
       授業カットや学級閉鎖が決定次第、保護者へのＴＥＬ連絡が必要になるので 
   保護者の連絡先変更の場合は、連絡網、児童資料、保健資料をもれなく訂正し 
   ておく。 
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１ 反応の確認 

 

○ 片方の手をひたいに当て、もう一方の手で肩を

軽くたたきながら「どうしました？大丈夫ですか？」と

呼びかける。 

２ 

１１９番通報 

と 

ＡＥＤの手配 
 

○ 大きな声で「あなたは１１９番に連絡して！」 

         「あなたはＡＥＤを持ってきて！」 

○ 誰もいなければ、１１９番通報をする。 

３ 

空気の通り道 

の確保 

（気道確保） 
 

○ 片方の手をひたいに当てる。 

○ もう一方の手の指２本を、あご先に当てて上に持

ち上げる。 

４ 

呼吸の確認 

（＝心停止の確認） 

（１０秒以内） 
 

○「見て･･･」「聞いて･･･」「感じて･･･」「４・５・６」 

  （１０秒以内で呼吸の確認。） 

１．ほほ→はく息を感じる。 

２．耳→呼吸の音を聞く。 

３．目→胸の上下を見る。 

５ 
人工呼吸の実施 

（２回） 

 

○ ④の状態で鼻をつまみ、息を１回に約１秒かけ

て、２回吹き込む。 

○胸が軽くふくらむ程度の量。 

６ 
胸骨圧迫の実施 

（３０回） 

 

○ 胸骨圧迫 ３０回。 

○ 胸の真ん中を重ねた両手で、「強く、速く、絶え間

なく」。 

○ 胸が４～５ｃｍ沈むまで、しっかり圧迫。 

７ 心肺蘇生法の実施 

 

○ 胸骨圧迫 ３０回 と 人工呼吸 ２回 を繰り返

す。 

 

☆ ＡＥＤが届くまで！救急車が来るまで！続ける 

☆ 

 

※ 救助者が２人以上いる場合は、疲れるので２分

間（５サイクル）程度 を目安として、交代して、絶え

間なく続けることが大切！ 
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１ 反応の確認 

 

○ 「○○ちゃん、大丈夫？」など、呼びかけなが

ら、刺激を与えて、反応を見る。 

（小児は肩、乳児・新生児は足の裏を刺激する） 

２ 

１１９番通報 

と 

ＡＥＤの手配 
 

○ 誰もいなければ、心肺蘇生法をまず２分間実

施後、１１９番通報をする。 

○ 救助者が２人いれば、１人が心肺蘇生法を実

施、もう１人が１１９番通報・ＡＥＤの手配を行う。 

３ 

空気の通り道 

の確保 

（気道確保） 
 

○ 片方の手をひたいに当てる。 

○ もう一方の手の指２本を、あご先に当てて上

に持ち上げる。 （わずかに首を後ろにそらす程

度。） 

４ 

呼吸の確認 

（＝心停止の確認） 

（１０秒以内） 
 

○「見て･･･」「聞いて･･･」「感じて･･･」「４・５・６」 

  （１０秒以内で呼吸の確認。） 

１．ほほ→はく息を感じる。 

２．耳→呼吸の音を聞く。 

３．目→胸の上下を見る。 

５ 
人工呼吸の実施 

（２回） 

 

 

 

対象 方法 時間と回数 吹き込む量 

小児 

（１歳以上 

８歳未満 ） 

口対口 

人工呼

吸 吹き込みに１回

に 

約１秒かけて２

回 

胸が上がるの

が 

見えるまで 乳児 

（１歳未

満 ） 

口対口

鼻 

人工呼

吸 
 

６ 

胸骨圧迫の実施 

（乳児の場合）  

 

 

対象 

胸骨圧迫

と人工呼

吸の組み

合わせ 

１回の組み合わせ 

胸骨圧迫 人工呼吸 

小児 

（１歳以上 
３０ ： ２ 

１分間に約１０

０回の 

（小児の場合）  

 
 

・胸の真ん中を片手

で、 
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胸の厚み１／３を目安 

に沈み込む程度、圧

迫。 

・乳首を結ぶ線の少

し 

足側を指 2 本（中

指・ 薬指） 

で、胸の厚みの１／

３ 

目安に圧迫 

８歳未

満 ） 

速さで３０回 

絶え間なく圧

迫 
吹き込みに 

約１秒 

かけて２回 

乳児 

（１歳未

満 ） 
 

７ 心肺蘇生法の実施 

 

○ 小児・乳児 ： 胸骨圧迫３０回と人工呼吸２回

のサイクルを繰り返す。 
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１ 
ＡＥＤの到着 

 

 

○ ＡＥＤを傷病者の胸部の

左側に置き、ふたを開ける。 

２ 電極を入れる 

 

 

○ 電源ボタンを押す。 

  （ふたを開けると電源が入

るものもある。） 

※ 電源は、医師・救急隊に引

き継ぐまで消さない。 

３ 電極パッドを装着する 

 

 

 

 

○ 電極パッドを傷病者の胸

部にしっかりと貼り付ける。 

○ケーブルを本体に接続（確

認）する。  

 

☆胸毛⇒剃る！ ☆アクセサリ

ー⇒はずす ☆水分⇒拭く！ 

☆貼付剤⇒はがす！ ☆ペー

スメーカー⇒３cm 以上離す！ 

４ 心電図の解析 

 

 

○ 傷病者から離れる。《自

分・あなた・周囲》 

○ 心電図の解析中は、傷病

者に触れない。 

５ 指示があれば除細動 

 

 

○ ＡＥＤの充電完了で「みん

な、離れて！」 

  《自分・あなた・周囲》 

○ 除細動ボタンを押す。 

６ 心肺蘇生法の実施 

 

 

○ 胸骨圧迫３０回と人工呼

吸２回のサイクルを繰り返

す。○ ５サイクル（２分間）実

施する。 
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７ 心電図の解析 

 

 

○ 傷病者から離れる。《自

分・あなた・周囲》 

○ 心電図の解析中は、傷病

者に触れない。 

８ 指示があれば除細動 

 

 

○ ＡＥＤの充電完了で「みん

な、離れて！」 

  《自分・あなた・周囲》 

○ 除細動ボタンを押す。 

９ 
救急隊が到着するまで、心肺蘇生法と、除細動の

指示があれば、繰り返し実施する。 

○ 救急隊へ電気ショックの

回数（時間）等 を伝える。 
 


